
（第18369号）東 京 都 公 報令和7年8月18日（月曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
一

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条
に
よ
る
告
示
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
住
宅
企
画
部
不
動
産
業
課
）…
一

○
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
…（
港
湾
局
離
島
港
湾
部
管
理
課
）…
一

告

示
（
選
）

○
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
不
在
者
投
票
管
理
者
を
置
く
施
設
の
指
定
取
消
し
…
…
…
…
…
二

公

告

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始
（
三
件
）
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
用
委
員
会
）…
二

雑

報

○
全
国
自
治
宝
く
じ
の
発
売
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）…
一二

○
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一三

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
五
十
一
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
Ｊ
Ｒ
小
岩
駅
北
口
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

Ｊ
Ｒ
小
岩
駅
北
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区

江
戸
川
区
西
小
岩
一
丁
目
、
西
小
岩
三
丁
目
及
び
西
小
岩
四
丁

目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

江
戸
川
区
西
小
岩
一
丁
目
十
九
番
二
十
九
号
エ
ト
ワ
ー
ル
ビ
ル

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日

五

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
八
月
十
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
五
十
二
号

次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い

の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六

号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引

業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
右
三
十
日
を
経
過
し
た
日
を
も
っ
て
当
該

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

商
号

Ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ

Ｇ
ｌ
ｏ
ｂ
ａ
ｌ

Ｇ
ｒ

ｏ
ｕ
ｐ
株
式
会
社

二

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

安
室

直
季

三

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

中
央
区
新
富
一
丁
目
十
四
番
十
号

四

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
九
六
一
四
号

五

免
許
年
月
日

令
和
五
年
八
月
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
五
十
三
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
有
水
面
の
埋
立
て
を
免
許
し
た
の
で
、
同

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

免
許
年
月
日

令
和
七
年
八
月
十
八
日

二

埋
立
て
の
免
許
を
受
け
た
者

名
称

東
京
都

所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

代
表
者

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

代
表
者
住
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

三

埋
立
区
域

㈠

位
置

大
島
町
泉
津
字
松
山
地
先
泉
津
漁
港
漁
港
区
域
内
公
有
水
面

㈡

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
④
の
地
点
と
①
の
地
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点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

基
準
点
（
漁
港
原
点
）
（
北
緯
三
四
度
四
七
分
〇

一
秒
、
東
経
一
三
九
度
二
四
分
五
四
秒
）
か
ら
三

二
五
度
〇
〇
分
五
〇
秒
九
四
・
一
〇
六
メ
ー
ト
ル

の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
三
二
三
度
〇
二
分
一
七
秒
一
一
・

九
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
〇
六
度
〇
七
分
五
三
秒
一
〇
・

二
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
一
九
六
度
三
五
分
二
〇
秒
六
・
〇

六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

三
八
・
八
九
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

㈠

位
置

大
島
町
泉
津
字
松
山
地
先
泉
津
漁
港
漁
港
区
域
内
公
有
水
面

㈡

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑥
の
地
点
と
①
の
地

点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

基
準
点
（
漁
港
原
点
）
（
北
緯
三
四
度
四
七
分
〇

一
秒
、
東
経
一
三
九
度
二
四
分
五
四
秒
）
か
ら
三

二
五
度
一
四
分
五
五
秒
八
四
・
一
一
二
メ
ー
ト
ル

の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
二
三
三
度
〇
二
分
一
七
秒
一
五
・

〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
三
二
三
度
〇
二
分
一
七
秒
三
一
・

九
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
五
三
度
〇
二
分
一
七
秒
二
〇
・
三

九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
一
九
六
度
〇
六
分
〇
八
秒
一
〇
・

三
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
一
〇
六
度
〇
八
分
一
三
秒
四
・
七

五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

四
八
一
・
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル

五

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
七
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

東
京
Ｄ
タ
ワ
ー
ホ
ス
ピ
タ
ル

江
東
区
豊
洲
六
丁
目
四
番
二
十
号
Ｄ

タ
ワ
ー
豊
洲
一
階
及
び
三
階
か
ら
五

階
ま
で

な
か
ね
の
森
病
院

目
黒
区
中
根
二
丁
目
七
番
二
十
号

ニ
チ
イ
ホ
ー
ム
千
歳
船
橋

世
田
谷
区
船
橋
三
丁
目
十
九
番
十
四

号

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し

て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
七
年
八
月
十
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

有
料
老
人
ホ
ー
ム

ア
リ
ア

高
井
戸

杉
並
区
高
井
戸
東
三
丁
目
二
十
九
番

三
十
八
号

公

告

土
地
収
用
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
２１９号

）
第
４５条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
７
年
８
月
１８日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

１
起
業
者
の
名
称

東
京
都

２
事
業
の
種
類

小
平
都
市
計
画
道
路
事
業
３
・
２
・
８
号
府
中

所
沢
線
及
び
国
分
寺
都
市
計
画
道
路
事
業
３
・
２
・
８
号
府
中
所

沢
線

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

４
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

���������

別
記
の
と
お
り

５
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日
令
和
７
年
８
月
７
日
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（第18369号）東 京 都 公 報令和7年8月18日（月曜日）５
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土
地
収
用
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
２１９号

）
第
４５条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
７
年
８
月
１８日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

１
起
業
者
の
名
称

東
京
都

２
事
業
の
種
類

小
平
都
市
計
画
道
路
事
業
３
・
２
・
８
号
府
中

所
沢
線
及
び
国
分
寺
都
市
計
画
道
路
事
業
３
・
２
・
８
号
府
中
所

沢
線

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

４
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

���������

別
記
の
と
お
り

５
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日

令
和
７
年
８
月
７
日

土
地
収
用
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
２１９号

）
第
４５条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
７
年
８
月
１８日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

１
起
業
者
の
名
称

東
京
都

２
事
業
の
種
類

小
平
都
市
計
画
道
路
事
業
３
・
２
・
８
号
府
中

所
沢
線
及
び
国
分
寺
都
市
計
画
道
路
事
業
３
・
２
・
８
号
府
中
所

沢
線

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

４
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

���������

別
記
の
と
お
り

５
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日
令
和
７
年
８
月
７
日
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雑
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